
資 料 ４ 

特別会員の外務員の投資信託等にかかる特例措置の廃止に係る経過措置イメージ図 

 
試験による区分 ８時間研修 施行日における外務員登録 取扱商品（＊） 

平成 11 年 2 月以降の外務員資格

試験の合格者（いずれの試験でも

可） 

― 

（投資信託の取扱いが可能な資

格試験を合格しており、特例措置

は関係なし） 

― 

（投資信託の取扱いが可能な資

格試験を合格しており、特例措置

は関係なし） 

投資信託 ○ 

日本国債 ○ 

受講済 あり 

 

①登録抹消までの間 

投資信託 ○ 

日本国債 ○ 

 

②登録抹消後（再登録時） 

投資信託 × 

日本国債 ○ 

 

受講済 なし 
投資信託 × 

日本国債 ○ 

平成 11 年 2 月前の外務員資格試

験の合格者（特別会員一種外務員

資格試験又は特別会員一種外務

員資格試験 研修修了等により

試験合格とみなされているもの

も含む） 

未受講 

― 

（もともと、８時間研修未受講の

ため、特例措置の適用対象外） 

投資信託 × 

日本国債 ○ 

＊イメージ図の明確化のため、取扱商品は投資信託と日本国債の２商品のみとしている。実際の取扱商品については各資格による。 


